
令和8（2026）年度（第16回）募集要項

1.　目的

この基金は、眼科医学に関する優れた研究に対する助成を行い、わが国眼科医学の進歩と日本国民の健康の増進に寄与
することを目的とする。

2.　応募要件

（1）日本国内の大学および研究(医療)機関等で眼科医学に関する研究に携わる45歳未満の研究者
（令和8年4月1日現在）。研究者には国内在留の留学生を含む。

（2）研究者は独立した研究（医療）機関毎に申請できる。申請者は所属機関の長または担当教授の推薦を必要とする。
推薦者は被推薦者につき1領域1名までとする。

（3）研究は単独、共同どちらでも可能。共同研究の場合には申請は代表者が行う。

3.　研究助成金

（1）助成金総額　年間1,600万円（予定）　1件最高200万円（予定）

（2）助成件数　　年間8件以内（目安）

（3）使途　機器、消耗品、謝礼、旅費（海外旅費含む）等にも使用可能とする。

（4）制限

①　研究者が、本基金に応募した研究テーマと同一の研究テーマで科学研究費補助金または他の民間機関からの助成
金を併給することは認めない。
上記補助金等を受給、もしくは申請している場合は、それらの研究テーマとの内容の相違点等を申請書の助成金
使途計画に明確に記載のこと。
本基金の助成金を受給後、応募した研究テーマと同一テーマで他の機関から助成金を受給していた場合は、本基
金の助成金の返還を求めることがある。

②　申請領域が2つ以上の領域に跨る場合は、必ず研究の過半を占める領域で申請のこと。
過半を占めない領域で申請の場合は、減算することがある。

③　当基金から研究者への助成は2回連続して行わない。

4.　助成対象領域

次の7領域を対象とする。

（1）角結膜、外眼部

（2）白内障、屈折、コンタクトレンズ

（3）緑内障

（4）網膜、硝子体

（5）眼炎症、感染症

（6）斜視、弱視、小児眼科、神経眼科、視機能、ロービジョン

（7）腫瘍、眼窩、病理、薬理、その他
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所定の申請書に必要事項を記入し、研究者の著者としての主な論文3篇以内を添付の上、下記9.の事務局宛郵送するこ
と。申請者は勝手に申請書に必要な記載事項の順番変更や内容の統合・削除を行わないこと。（減算の対象となること
があります）申請書・論文は採否の如何を問わず返却は行わない。なお、論文は各4部ずつを添付すること。

6.　応募受付期間

令和8年4月1日（水）から5月31日（日）（消印有効）

7.　助成金の受給方法

（1）委任経理　委任経理を採用している研究機関の場合、原則として委任経理を利用すること。

（2）間接経費　委任経理とする場合、助成金による間接経費の支払はできません。

8.　選考の方法、採否の通知および助成金の給付

（1）当基金の運営委員会において審査・査定の上、採否・助成金額を決定し、令和8年12月上旬迄に採否を申請者全員に
郵送にて通知する。

（2）研究助成金は令和9年1月を目処に助成決定者に金融機関振込により交付する。

（3）助成者は令和10年3月末迄に助成金全額を使いきり、令和10年5月末迄に研究成果報告書を提出すること。なお、報
告書には領収書（写し）を貼付すること。

（4）助成決定者の「氏名、大学及び研究(医療)機関、研究テーマ等」を眼科学会誌・同ホームページ、本基金ホームペー
ジ等で公開する場合があります。

9.　申請書提出先・請求先

〒164-0001　東京都中野区中野3-36-16
三菱UFJ信託銀行ﾘﾃｰﾙ受託業務部
公益信託課　事務局

TEL　0120-622372（フリーダイヤル）
（受付時間　平日9:00～17:00　土・日・祝祭日等を除く）

※（下記、ホームページから募集要項・申請書のご利用ができます。）
基金ホームページ　https://www.santensogyosya-kikin.jp/

サイトトップへ戻る

© 2026 Charitable Trust Fund for Ophthalmic Research in Commemoration of Santen Pharmaceutical’s Founder All Rights Reserved.

2026/03/23 14:10 募集要項｜公益信託参天製薬創業者記念眼科医学研究基金

https://www.santensogyosya-kikin.jp/how/point.html 2/2

https://www.santensogyosya-kikin.jp/
https://www.santensogyosya-kikin.jp/

